
 

 

 

第３回 新穂地域づくり協議会総会 

 

議 案 書 
 

 

 日時 平成 31年 3月 29日(金) 

  午後６時 30分～ 

 場所 新穂トキのむら元気館 

 

 

 

 

 

 

 

新穂地域づくり協議会



 

 

第３回 新穂地域づくり協議会 総会 

日 程 

 

 

１ 開 会 

 

２ 会長あいさつ 

 

３ 来賓紹介   

 

４ 資格審査報告 

 

５ 議長及び議事録署名人の選出 

 

６ 議 事 

  第１号議案 平成 30年度事業報告及び収支決算について 

第２号議案 平成 31年度事業計画及び収支予算（案）について 

第３号議案 役員改選について（案） 

その他   集落活動支援事業助成金交付規程の見直しについて 

   

７ 総会承認の新旧役員あいさつ 

 

８ 議長退任 

 

９ 来賓祝辞 

佐 渡 市 長 三浦 基裕 様 

  佐渡市議会議員 渡邊 愼一 様 

 

10 閉 会  

 

 

 

 

 



 

 

第１号議案 

 

 

平成 30年度事業報告及び収支決算について 

 

 

 平成 30年度事業報告及び収支決算について、別紙のとおり承認を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31年３月 29日提出 

                   新穂地域づくり協議会 

                       会 長   城野 忠彌 

平成 31年 月  日議決 

                   新穂地域づくり協議会 

                        総会議長    

 



 

 

第２号議案 

 

 

平成 31年度事業計画及び収支予算（案）について 

 

 

 平成31年度事業計画及び収支予算について、別紙のとおり承認を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31年３月 29日提出 

                   新穂地域づくり協議会 

                       会 長   城野 忠彌 

平成 31年 月  日議決 

                   新穂地域づくり協議会 

                        総会議長    

 

 

 

 



 

 

第３号議案 

 

役員の改選について（案） 
 

 

新穂地域づくり協議会規約第６条第２項及び第８条第１項の規程により、 

平成 31年４月１日から２年間、別紙の構成員をそれぞれの役員に選任す

ることについて承認を求めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 31年３月 29日提出 

                   新穂地域づくり協議会 

                       会 長   城野 忠彌 

平成 31年 月  日議決 

                   新穂地域づくり協議会 

                        総会議長 

 

 

 

 



 

 

 

新穂地域づくり協議会 役員（案） 

 

 

（敬称略） 

役 員 氏  名 現役職等 

会 長 後藤 勝弥 現 伝統文化副部会長 

副会長 板 垣  徹 現 環境整備部会長 

副会長 小濱 安夫 
現 副会長 

現 地域活性化部会長 

監 事 柴山 春樹 
現 監事 

現 地域活性化部会員 

監 事 相田 忠明 
現 監事 

現 地域活性化副部会長 

（任期：平成 31年４月１日から平成 33年３月 31日まで） 

 



 

 

議事 その他 

 

 

「集落活動支援事業助成金交付規程」の見直しについて 

 

（１）見直しの理由 

 新穂地域づくり計画で定めた地域づくりの理念と将来像の実現に向け、主

体的な地域づくりを推進するとともに、住民相互のつながりと地域活性化を

促進するため、集落活動支援事業助成制度の有効且つ広範囲な活用を図る。 

  

 

（２）見直しの方向性 

 ①助成対象事業内容の見直し 

 これまでの助成金交付申請の実績では、一部の対象事業に集中しており、

他の事業への活用が低調であることから、申請事業の選択肢を広げるため、

事業内容の一部を見直す。 

【例：事業内容見直し案】 

・集落間連携支援事業 

〔追加〕地区運動会で集落が使用する備品、消耗品（茶菓子代含む。） 

・イベント支援事業 

 〔現行〕集落内住民を対象とした既存事業を除く。 

〔変更〕集落内住民を対象とした既存事業を含む。 

 

 ②助成金の見直し 

  助成制度の活用を促進し、集落の自己負担を軽減するため、１集落あた

り年間の上限額を２万５千円から３万５千円に増額する。 

（平成３１年度事業計画及び予算案に反映） 

  

  

（３）規程の改正 

  規程の改正は、平成３１年度当初の役員会で審議決定する。なお、改正

後の新たな規程は、集落長に通知するとともに、地域づくり通信で回覧す

る。



 

 

 


